
 

 

 

                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

令和 8 年度市民後見推進事業         

                     

       

ご予約・お問合せは 

裏面をご確認ください 

 

 「成年後見制度」は、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、色々な契約や手続き

を一人で行うことに不安や心配のある人が、自分らしく安心して生活できるよう支援するため

の制度です。 

認知症の高齢者が増え、身寄りのない人、家族関係が希薄な人が増加する一方、後見人を引

き受ける専門職の数には限りがあり、一般の方が担う「市民後見人」への期待が急速に高まっ

ています。この度は、実際に市民後見人として活動されている方と、それを支える制度や機関

の活動についてお話を伺います。 

成年後見制度に関する相談をはじめ、権利擁護についての悩みや不安を

抱えている方の相談に個別に応じます。法律職などの専門家への相談も

可能です。ぜひお気軽にお申込みください。 

 



 

申込書 

市民後見人講演会＆成年後見相談会 

テーマ 「大田市成年後見センターの活動について」 

    「市民後見人の活動紹介」 

講 師   郷原 匡史 氏  （大田市社会福祉協議会 大田市後見支援センター） 

  横手  由利子 氏 （市 民 後 見 人） 

日 時  令和 8 年 9 月 12 日（土）  講演会     9：30～11：10 

相談会   11：20～11：50 

会 場  浜田市総合福祉センター2 階 会議室 

 

下記申込書に必要事項を記入の上、浜田市社会福祉協議会へ FAX でお送りください。 

お電話でも受け付けております。（平日：8：30～17：15） 

＊先着８０名までとさせていただきますので、お早めにお申込みください。 

〆切：8 月 28 日（金） 

TEL ０８５５－２３－４４５１  

FAX ０８５５－２２－６９３０ 

市民後見人講演会＆成年後見相談会  令和 8 年 9 月 12 日（土）開催 

番号 氏 名 電話番号（携帯番号） 相談会（〇×） 

１    

２    

３    

＊平日の 17：15 以降、もしくは土日祝日にＦＡＸいただいた場合は、翌営業日の受付とさせてい

ただきます。なお、定員に達した場合は、お電話にてご連絡いたしますので、ご了承ください。 

浜田市社会福祉協議会 

   担当：三谷・植田 


